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水道メーターの盗難被害について 

 

 

  

  

 前橋市茂木町の建売分譲住宅２棟（未入居）において、水道メーターの盗難事件が発生しまし

たので、お知らせいたします。 

   

１ 発生場所  前橋市茂木町地内     

２ 個  数  水道メーター（２０ミリメートル） ２個 

３ 被害金額  ２，０００円（税込み） 

内訳（１，０００円×２個） 

４ 経  過  ・令和６年４月１１日（木）に定期検針を実施したが、現地異常なし 

・令和６年５月２７日（月）１６時頃、分譲事業者より水道局お客様センター

へ分譲住宅の水道メーターがなくなっているとの連絡あり 

  ・令和６年５月２８日（火）１１時頃、お客様センター職員が現地確認したの

ち水道整備課より前橋東警察署に通報 

・令和６年５月２９日（水）９時頃、前橋東警察署、水道整備課、お客様セン

ターで現地立会いを行い、盗難の被害届を提出 

５ 対  応  水道局ホームページで注意喚起を行う予定 
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